
 

 

 

 

 

平成 30 

児童手当現況届 記入例 

現況届については、記載されている内容をご確認のうえ、記入例を参考に赤字の部分を記入し、認印を押印したものをご提出ください。 

認印の押印をお願いします。 

提出日をご記入ください。 

職業については、以下のとおりとなります。 

 ア．被用者 … 会社員など雇用主に雇用されている方（公務員を除く厚生年金、各種共済の加入者。年金第 2 号被保険者。） 

イ．公務員 … 国家公務員、地方公務員の方 

ウ．被用者でない者 … 国民健康保険に加入している方、社会保険等の被保険者の扶養となっている方など 

           （年金の第 1 号及び第 3 号保険者。） 

※国保組合（建設国保・医師国保・薬剤師国保など）に加入されている方で、年金の第 2号保険者の方は「ア．被用者」になります。 

※職業欄の添付資料として、受給者と配偶者の両方の健康保険証の写し(コピー)を必ず添付してください。 

電話は固定電話、携帯電話のどちらでも構いませんが、日中に連絡の取れる電話番号をご記入ください。 

児童との続柄をご記入いただき、同居・別居の別、監護の有無、生計関係の該当する項目に○をつけてください。 
※「監護の有無」とは、児童手当の受給者が現況届に記載される対象児童を監督し、保護しているかを確認するものであり、監護していな

い児童の児童手当は支給できないため、ご注意ください。 

児童と別居している場合は、児童が居住している住所を記入し、「別居監護申立書」を添付してください。 
※児童が町外に居住し、受給者と別居している場合も、住民票の添付は不要です。 
※児童手当の受給は中学校卒業までですが、18 歳の未満の方は児童手当の算定要件(※)に含まれるため、別居している場合は、「別居監護申
立書」が必要です。（記入例は、最終ページに掲載しています。） 

受給者について、上段に印字されている住所と令和２年 1 月 1 日時点の住所が異なる場合は、1 月 1 日時点の住所を記入してください。 
配偶者について、上段の住所欄は、受給者の印字されている住所と異なる場合は記入してください。 
        下段の令和２年 1 月 1 日時点の住所が上段の住所と異なる場合は、1 月 1 日時点の住所を記入してください。 

 受給者の方が加入している年金について、該当する年金に○をつけてください。 
（被用者はア・カ、非被用者はオ、公務員はイ・ウ・エになります。なお、カは各種共済などになります。） 

（参考） 

「扶養親族等及び児童の数」欄は、児童手当受給者の所得税法に規定する控除対象配偶者や老人扶養・年少扶養などの扶養親族（施設入所

等の児童を除く）の扶養親族等の人数を記載するもので、必ずしも世帯の人数とは一致しない場合があります。 

なお、扶養親族等の人数によって「所得制限限度額」の金額が変わります。 

「控除後の所得額」が「所得制限限度額」を超えると児童手当は特例給付の金額となり、児童手当の支給対象児童１人当たりの手当額は

5000 円となります。（所得制限限度額は、以下の表をご覧ください。） 

この他、児童手当の受給要件や現況届の添付資料について、以下の内容もご確認ください。 
 
○ 児童手当の受給者は、対象児童を養育する父母の内、生計中心者（所得の高い方）が受給者となりますが、受給者が仕事等の理由により単身で海外に転出し、児童と配偶者が鏡野町内に同居している場合などは所得要件に関わらず、配偶者が受給者となることが

できます。（ただし、受給者が単身で県外へ転出する場合は、鏡野町に受給事由消滅届を提出し、転出先の市町村で認定請求を受けてください。なお、この場合、転出先の市町村に現況届を提出する際などに「別居監護申立書」を提出する必要があります。） 
 
○ 受給者の内、配偶者がおられない方については、配偶者の健康保険証の写しの添付は不要です。 
 
○ 対象児童が海外に居住している場合は、原則として児童手当の支給対象にはなりません。ただし、児童が留学を理由に海外に住んでいて、以下の３つの要件の全てを満たしている場合は、例外として、その児童の分の手当を受け取る事ができます。 

①日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に３年を超えて住所を有していたこと。②教育を受けることを目的として海外に居住し、父母（または未成年後見人）と同居していないこと。③日本国内に住所を有しなくなった日から３年以内であること。 

※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び３年以内に留学する場合などは、上記①の要件を満たしていなくても、手当を受け取ることができます。この場合、「別居監護申立書」に居住地や留学先の学校名などを記載し、在学証明書などの対象児童の留学

先が証明できる書類を添付してください。なお、在学証明書などが外国語で記載されている場合は、日本国内に居住する第３者の翻訳が必要です。 

所得制限限度額 

扶養親族等の数 ０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 

所得制限限度額 (万円) 622.0 660.0 698.0 736.0 774.0 812.0 

収入額の目安※ (万円) 833.3 875.6 917.8 960.0 1002.1 1042.１ 

※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。 

(注) １．所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額（所得額ベース）は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老扶養親族１

人につき６万円を加算した額。 

２．扶養親族数の数が６人以上の場合の限度額（所得額ベース）は、５人を超えた１人につき 38 万円（扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族で

あるときは 44 万円）を加算した額。 
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